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農業（生産者）及び生産者団体が行う農産物の簡易な加工（乾燥加工・天日干し）を採取業として取り扱う範囲について

業種（業態）又は品目
採取業の

範囲

農産物の天日干し・乾燥 ○

乾燥キノコの加工（スライスなど） ×

干し柿の製造 ×

干しあんずの製造 ×

干し芋の製造 ×

切り干し大根の製造 ×

 農家が自ら生産した農産物を原材料として使用して製
造、加工を行っている場合。

 生産者団体が会員農家の生産した農産物を原材料と
して使用して製造、加工を行っている場合。

 他者から仕入れた農産物を原材料として使用して製
造、加工を行っている場合。「農業及び水産業における食品の採取業の範囲について」

（令和2年5月18日付け薬生食監発 0518第1号）抜粋

【よく寄せられる問い合わせ】
「農業及び水産業における食品の採取業の範囲について」（令和２年５月18日付け薬生食監発0518第１号）では、
「農産物の天日干し・乾燥」は採取業の範囲であり、「干し柿の製造」は採取業の範囲ではないと取り扱うこととさ
れているが、その違いは何か。

｢食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の制定について｣（令和元年12月27日 生食発1227第２号）
の第２の２オ（２）（ⅲ）で農家（生産者）及び生産者団体が行う農産物の簡易な加工として「乾燥加工･天日干し（大根の丸干し、乾
燥キノコ等）※」は採取業として取り扱うことを明示。※等には野菜、ハーブ、果物等の乾燥加工・天日干しが含まれる。

以下の場合を想定し、採取業の範囲内

以下の場合を想定し、採取業の範囲外

資料１
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業種（業態）又は品目
採取業の

範囲
備考

農産物の天日干し・乾燥 ○

乾燥キノコの加工（スライスなど） ×

ただし、農家（生産者団体
含む）が自ら生産した農産
物を原材料として使用する
場合を除く。

干し柿の製造 × 同上

干しあんずの製造 × 同上

干し芋の製造 × 同上

切り干し大根の製造 × 同上

「農業及び水産業における食品の採取業の範囲について」（令和2年5月18日付け薬生食監発 0518第1号）抜粋

「農業及び水産業における食品の採取業の範囲について」（令和２年５月18日付け薬生食監発0518
第1号）の備考欄に詳細を追記し、改正する。

事務局対応案

農家（生産者団体を含む）が
自ら生産した農産物を原材料
として使用して製造、加工を
行っている場合は、農産物の
天日干し・乾燥に包含。

赤字のとおり
備考欄に追記
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農業（生産者）及び生産者団体が行う農産物の簡易な加工（乾燥加工・天日干し）を採取業として取り扱う範囲について
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食品衛生法（昭和22年法律第233号）【抜粋】

第四条
⑦ この法律で営業とは、業として、食品若しくは添
加物を採取し、製造し、輸入し、加工し、調理し、貯蔵
し、運搬し、若しくは販売すること又は器具若しくは容
器包装を製造し、輸入し、若しくは販売することをいう。
ただし、農業及び水産業における食品の採取業は、
これを含まない。
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（２） 農家（生産者）及び生産者団体が行う下記の行為は、法第４条第７項に規定する採取業として
取り扱うこと。
なお、農業における採取業及び法に基づく営業への該非については個別の事例を別途通知すること
としていること。
（ⅰ） 生産者団体等が出荷前に選果･選別等と一体的に実施する、皮剥き･洗浄･袋詰め･冷蔵処理･
キュアリング･乾燥等の形状変化を伴わない農産物の出荷調製及びカントリーエレベーター･ライスセ
ンター･農業倉庫における穀類の乾燥･調製･保管業務
（ⅱ） 農家（生産者）が行う未加工の青果物（皮剥き･洗浄等の形状変化を伴わない出荷調製を行っ
たものを含む。）の販売（消費者への直接販売（有人･無人の直売所、ネット通販等）を含む。）
(ⅲ) 農産物の簡易な加工
（例）
○ 精穀（精米、精麦） (ただし、業として（請け負うなどして）行う場合は届出の対象)
○ 乾燥加工･天日干し（大根の丸干し、乾燥キノコ等）
（ⅳ）更なる加工のため、製造･加工業者へ販売することが前提の農産物の一次加工
（例）
○ 蜂蜜の採取
○ 粗糖の製造
○ 荒茶の生産
○ 野菜の塩蔵（梅干原料の白梅、桜餅原料の桜葉の塩漬等）
なお、工程中で食品添加物を使用する一次加工（例：かんぴょう）は、営業届出を必要とすること。

｢食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の制定について｣第２ ２ オ（２）
（令和元年12月27日 生食発1227第2号 厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官 通知）
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「農業及び水産業における食品の採取業の範囲について」（抜粋）
（令和２年５月18日付け薬生食監発0518第１号）

が今回の議論の範囲
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食品の営業規制に関する検討会とりまとめ（政省令関係事項）
【農業関連】
○ 現状：
農業における食品の採取業については、食品衛生法の営業の定義から除外している。
○ 主な意見：
① 農場から収穫された青果物の形状が実質的に変わるものではないことから、収穫から出荷までの青果の選別等の生産者とそ

の団体が行う作業は採取の範囲ではないか。
② 米についても、生産者の収穫から団体の保管及び管理までが採取の範囲ではないか。

○留意事項
生産者団体等が出荷前に選果・選別等と一体的に実施する、皮剥き・洗浄・袋詰め・冷蔵処理・キュアリング・乾燥等の形状変化
を伴わない農産物の出荷調製、及び、カントリーエレベーター・ライスセンター・農業倉庫における穀類の乾燥･調製・保管業務に
ついては、届出を不要とする。

「食品の営業規制に関する検討会」による採取業に関する議論（経緯）

第２回
○一次産業（農林産物）に付随する食品の製造・加工等の取扱いに関する調査結果の説明 （回答自治体：47都道府県）
主な内容：営業又は採取業のいずれかで取り扱うかについては、農産物の製造・加工の行為だけではなく、規模の要素を踏まえて
いる現状がある。

第６回
○全国農業協同組合連合会（ヒアリング）
主な内容：圃場から生産者が収穫し、形状変化を伴わず集荷、保管、冷蔵処理する場合は採取の範囲。加工を行い形状変化が伴
う場合は採取の範囲から少し出るもの。6次化産業のように加工施設を作り加工している場合は採取の対象外。
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一次産業（農林産物）に付随する食品の製造・加工等の取扱いに関する調査結果①
回答自治体：47都道府県

営業と見なすと回答した自治体数

１～10自治体 11～30自治体 31自治体以上

【2自治体】
• 室内での農産物の生産（レタス、もやし、きのこ

等）
• 収穫した農産物の洗浄
【3自治体】
• 屋外で生産された農産物のパック詰め（カットな

し）
• 室内で生産された農産物のパック詰め（カットな

し）
【4自治体】
• 蜂蜜の採取
【5自治体】
• 野菜等の調整（根切り、下端落とし、へた取り、種

取り等）
• 収穫後の穀類（米、麦類、豆類）の保管、輸送
【6自治体】
• 収穫した農林産物の冷蔵（倉庫ではなく雪の中など
【７自治体】
• 収穫した農林産物の冷蔵（品質保持、キュアリング

など。）
• 収穫した農林産物の冷凍（品質保持など）
• 収穫した農林産物の保管（加工せず、卸売市場への

販売前の保管）
• 収穫した農林産物の輸送（ほ場～出荷施設の輸送）
【8自治体】
• 収穫後の穀類（米、麦類、豆類）の乾燥・調整
• 収穫した農林産物の保管（加工せず、卸売市場への

販売前のＣＡ保存）
【9自治体】
• 観光農園（収穫体験の提供）ブドウ狩り等

【14自治体】
• 倉庫業（加工せず、卸売市場の販売前の冷蔵保管）
• 収穫した農林産物の輸送（集出荷施設～卸売～小売の輸

送）
【15自治体】
• 農業法人の行う農畜産物の運搬、保管
【16自治体】
• 野菜等の簡易な加工（４分割・８分割等した後ラップ等

で包装）
• 牛乳の輸送（直接販売）
【17自治体】
• 精穀（精米、精麦等）
【20自治体】
• 精穀した穀類（米、麦等）のパック詰め
• 牛乳の輸送（受託販売、買取販売）
• 農業者自ら生産したものを食品加工業者に直接販売
• 農業者自ら生産したものを流通業者を通じた委託販売
【24自治体】
• 米穀卸売業（精米を行う場合、精米を行わない場合）
• 米穀小売業（精米を行う場合、精米を行わない場合）
【25自治体】
• 農産物の天日干し
• 荒茶の生産
【26自治体】
• 乾燥キノコの生産
【28自治体】
• 農産物の乾燥機での乾燥
• 製塩（天日製塩のもの）
• 農業者自ら生産したものを未加工で直売（庭先、直売所

（有人・無人）、ネット、加工業者など）
【30自治体】
• 岩塩・山塩製造
• 農業法人（農業協同組合等）の行う農畜産物の販売
• 集乳（牛乳の輸送・保管）

【31自治体】
• 一次加工（皮剥き）作業（例：柿の皮剥き（干し柿用））
【32自治体】
• 農業協同組合の行う農畜産物の運搬、加工、保管又は販売

（販売促進のために行う飲食店営業を除く。）
【34自治体】
• 乾燥きのこの加工（スライスなど）
【35自治体】
• 一次加工（乾燥）作業（例：干しあんず、干し芋等）
【36自治体】
• 粗糖の製造
• 卸売市場内の加工品等販売（一般的な加工食品の他、海苔、

鰹節、漬物、菓子等）
【37自治体】
• 一次加工（塩蔵）作業（例：梅干原料の白梅、桜餅原料の

桜葉）
• 麦茶の製造 ・蜂蜜の精製、瓶詰
【38自治体】
• 一次加工（茹で野菜、カット野菜）
• 荒茶の仕上げ加工（仕上げ茶の製造）
• 粗糖の精製又は加工
• こんにゃく粉（荒粉、製粉）の製造
【39自治体】
• 製粉（米穀粉、そば粉）・でん粉の製造・加工
• 水煮パックの製造（例：ぜんまいの水煮等）
【41自治体】
• 製餅（白餅の製造）
【42自治体】
• 包装餅の製造 ・ジャム類製造・ドレッシング製造
【43自治体】
• こんにゃく製品の製造
【46自治体】
• 漬物の製造

製造生産

第２回「食品の営業規制に関する検討会」資料
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